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平成20年3月3日 

各      位 

会 社 名  株 式 会 社  オ プ ト 

代 表 者 名  代表取締役社長 鉢嶺 登 

  （ コ ー ド 2389） 

担 当 者   

役 職 ・ 氏 名  取締役ＣＦＯ 小林 正樹 

電 話  03－ 6268－ 3800 

 

 

ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ 
 

  当社は、平成20年3月3日の取締役会決議において、会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、

下記の要領により、ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任するこ

とを求める議案を、平成20年3月28日開催予定の当社第14回定時株主総会に付議することを決定いたしましたの

でお知らせいたします。 

  

記 

 

Ⅰ 特に有利な条件をもって新株予約権を発行する理由 

会社、子会社（会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。）又は関連会社（会社計算規則

第2条第3項第19号に定める関連会社を意味する。以下同じ。）の取締役及び使用人の業績向上へのインセン

ティブを高めるとともに、優秀な人材を確保することを狙いとして、ストックオプションの目的で新株予約権

を発行する。なお、ストックオプションの目的で発行することから、下記Ⅲに記載のとおり、新株予約権は無

償で発行し、新株予約権の行使時に払込をすべき金額は株式の時価を基準とした金額とする。以下、本議案に

基づき発行される新株予約権を「本新株予約権」という。 

 

Ⅱ 割当対象者 

本新株予約権の割当対象者は、会社の使用人、又は会社の子会社若しくは関連会社の取締役及び使用人とする。 

 

Ⅲ 新株予約権の内容 

1. 本新株予約権の目的である株式の種類及び数又は算定方法 

  会社の普通株式1,000株を上限とする。但し、第2項の定めにより本新株予約権1個あたりの目的とな

る株式数が調整される場合には、当該調整後の目的となる株式数に本新株予約権の個数を乗じた数に調整

されるものとする。 

 

2. 本新株予約権の数 

  発行する新株予約権の数は1,000個を上限とする。本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は1株

とする。但し、本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがある。 

 (1) 普通株式について株式の分割又は併合が行われる場合には、未行使の本新株予約権についてその1個

あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未

満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。分割の比率とは、株式分割後の発行済普通株式総

数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、併合の比率とは、株式併合後の発行済普通株式
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総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。

調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の

翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。 

 調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率 

 (2)  会社が株主割当の方法により募集株式の発行を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、

株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は取締役会の決議

をもって適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行う。 

 (3) 本項の定めに基づき本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合には、会社は関

連事項決定後遅滞なく本新株予約権を保有する者（以下「権利者」という。）に対して、その旨並びに

その事由、調整後の株式数及び適用の日その他の必要事項を通知するものとする。 

 

3. 本新株予約権の払込金額 

 本新株予約権は無償で発行する。 

 

4. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

  本新株予約権1個あたりの行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権1個あたりの目的とな

る株式数に、1株あたりの行使に際して出資される財産の価額（以下「行使価額」という。）を乗じた金額

とする。行使価額は、本新株予約権の割当日の属する前月の各日（取引が成立しない日を除く。）におけ

る株式会社ジャスダック証券取引所が公表する会社の普通株式の終値価格の平均値に 1.05を乗じた金額

とし、1円未満の端数は切り上げる。但し、当該金額が本新株予約権の割当日の終値（終値がない場合に

はそれに先立つ直近の終値）を下回る場合には、本新株予約権の割当日の終値を行使価額とする。なお、

行使価額は以下に定めるところに従い調整されることがある。 

 (1) 普通株式について株式の分割又は併合が行われる場合には、未行使の本新株予約権について、行使価

額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行

使価額の適用時期は、第2項第(1)号の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。 

                                                        1 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×                       

分割・併合の比率 

 (2) (i)時価を下回る1株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分（株式無償割当てを含む。以下に

定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うもの

を除く。）、又は(ii)時価を下回る1株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等（取

得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社

の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を

意味する。以下同じ。）の発行を行うとき（無償割当てによる場合を含む。）は、未行使の本新株予約

権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上

げる。なお、上記における「取得原因」とは、潜在株式等に基づき会社が普通株式を交付する原因と

なる保有者若しくは会社の請求又は一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得する

ために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額として会社が決定する金額

を意味する。 

  上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、そ

れ以外の場合は普通株式又は潜在株式等の発行の効力発生日（会社法第209条第2号が適用される場

合は、同号に定める期間の末日）の翌日以降に適用されるものとする。 
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新発行株式数×1株あたり払込金額 
既発行株式数 ＋ 

時価 
 

調整後行使価額＝調整前行使価額 × 
既発行株式数＋新発行株式数 

  なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。 

  ① 「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、会社の発行済普通株

式総数及び発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数（但し当該調整事由によって

新たに発行された普通株式数又は潜在株式等の目的たる普通株式数は含まない。）から、同日に

おける会社の保有する自己株式（普通株式のみ）の数を控除した数を意味するものとする。 

  ② 「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日（このう

ち、終値（気配表示を含む。）のない日を除く。）の株式会社ジャスダック証券取引所（但し、

会社の普通株式にかかる株券が他の金融商品取引所に上場された場合には、上場されている金融

商品取引所のうち、当該期間における会社の株式の出来高、値付率等を考慮して最も適切と取締

役会が判断する主たる金融商品取引所）における会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配

表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）とする。平均値の計算は、円位未満小数第2

位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。 

  ③ 会社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処

分する自己株式の数」と読み替えるものとする。 

  ④ 会社が潜在株式等を発行することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発

行される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株あたり払込金額」とは、目的となる普通株

式1株あたりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。 

 (3) 本項第(2)号の(ii)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、

会社は取締役会の決議をもって適当と認める行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全部に

ついて取得原因が発生した場合を除く。 

 (4)  会社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、

会社は取締役会の決議をもって適当と認める行使価額の調整を行う。 

 (5)  株主割当て又は株式無償割当て以外の方法で普通株式又は潜在株式等を発行する場合に、本項第(2)

号に基づく調整を行うか否かは会社の取締役会が決定するものとする。 

 (6) 本項の定めに基づき行使価額の調整が行われる場合には、会社は関連事項決定後遅滞なく権利者に対

して、その旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日その他の必要事項を通知するものとす

る。 

 

5. 本新株予約権を行使することができる期間 

 平成22年4月1日から平成25年3月31日までとする。 

 但し、行使期間の最終日が会社の休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。 

 

6. 本新株予約権の行使の条件等 

 (1) 行使条件 

  ① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について第7項に定める取得

事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないも

のとする。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。なお、上

記但書にかかわらず、会社は取締役会の決議によって取得事由の生じた本新株予約権の行使を認

めることがない旨確定することができるものとし、かかる決議がなされた場合は、いかなる場合

でも当該新株予約権は行使できなくなるものとする。 

  ② 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められ
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ないものとする。 

  ③ 権利者が1個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して発

行される株式数は整数（会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍）でなけれ

ばならず、1株（会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数）未満の部分についてはこれ

を切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による

調整は行わない。 

 (2) 権利消滅 

  本項第(1)号①のなお書きに基づく取締役会の決議がなされた場合には、該当する本新株予約権は会社

法第287条の定めに基づき消滅するものとする。 

 (3) 相 続 

  権利者が死亡した場合には、権利者の相続人は、下記に定める条件に従って未行使の本新株予約権を

相続するものとする。 

  ① 本新株予約権を相続した権利者の相続人は、その全員が共同して、相続開始後速やかに、書面に

より会社に対して次の各事項を届け出なければならない。 

   1) 相続開始の年月日 

   2) 本新株予約権に関する遺産分割協議の内容及びその成立年月日 

   3) 相続人中、本新株予約権を承継する者（以下「権利承継者」という。）の氏名及び住所 

   4) 権利承継者の代表者（以下「承継者代表者」という。）の氏名及び住所 

   5) 上記1)乃至4)のほか、会社の定める事項 

  ② ①に定める届出に際しては、除籍謄本、戸籍謄本、遺産分割協議書、その他会社が指定する書類

を添付しなければならない。 

  ③ 権利承継者は、承継者代表者を通じ、全員が共同して本新株予約権を行使するものとする。承継

者代表者は、本新株予約権の行使及び放棄その他、本新株予約権に関する一切の事項につき全権

利承継者を代理する権限を有する。 

  ④ 権利承継者は、本新株予約権の行使による行使価額の払込義務その他、本新株予約権に関し会社

に対し負担する一切の債務につき、相互に連帯して履行する義務を負う。 

  ⑤ 権利行使期間中に上記①1)乃至5)の事項に変更が生じた場合、権利承継者は、書面により速やか

に変更内容を会社に届け出なければならない。 

  ⑥ 権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は本新株予約権を承継しないものとする。 

  ⑦ 本第(3)号を除く本Ⅲの規定の適用に関しては、権利承継者を権利者とみなす。但し、権利承継者

には第7項第(3)号の規定は適用されないものとする。 

 

7. 会社が本新株予約権を取得することができる事由 

 (1) 会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、

又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転（以下これらを総称して「組織再編行為」と

いう。）について、法令上又は会社の定款上必要な会社の株主総会の承認決議（株主総会決議に替えて

総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役

会の決議）が行われたときは、会社は本新株予約権を無償で取得することができる。 

 (2) 会社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができるものとし、会社法第

273条第2項又は第274条第3項に基づく新株予約権者に対する通知は、権利者の法定相続人のうち

会社が適切と判断する者に対して行えば足りるものとする。但し、法令の解釈によりかかる通知が不

要とされる場合には、通知を省略して本新株予約権を無償で取得することができるものとする。 

 (3) 権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、会社は、未行使の本新株予約権を無償で取得すること

ができる。 
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  ① 会社、子会社（会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。）又は関連会社（会社

計算規則第2条第3項第19号に定める関連会社を意味する。以下同じ。）の取締役又は監査役 

  ② 会社、子会社又は関連会社の使用人 

  ③  顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社、子会社又は関連会社との

間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者 

 (4)  次のいずれかに該当する事由が発生した場合、会社は未行使の本新株予約権を無償で取得することが

できる。 

  ① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合 

  ②  権利者が会社、子会社又は関連会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又

はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社、子会社又は関連会社と競業した

場合。但し、会社の書面による事前の承認を得た場合を除く。 

  ③ 権利者が法令違反その他不正行為により会社、子会社又は関連会社の信用を損ねた場合 

  ④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分

を受けた場合 

  ⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切

手が不渡りとなった場合 

  ⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他こ

れらに類する手続開始の申立があった場合 

  ⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合 

  ⑧ 権利者が本Ⅲの規定又は本新株予約権に関して会社と締結した契約に違反した場合 

 (5) 権利者が会社、子会社又は関連会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合（本新株

予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。）において、次のいずれかに該当する事由が

発生した場合、会社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。 

  ① 権利者が自己に適用される会社、子会社又は関連会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した

場合 

  ② 権利者が取締役としての忠実義務等会社、子会社又は関連会社に対する義務に違反した場合 

 (6) 会社は、前各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別

途定める日においてこれを取得するものとする。また、会社は前各号に定める取得の事由が生じた本

新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取

得する本新株予約権を決定するものとする。 

 

8. 行使手続 

  本新株予約権を行使する者は、会社の指定する請求書を会社に提出し、且つ行使価額の全額を支払わな

ければならない。 

 

9. 本新株予約権の譲渡制限 

 本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 

 

10. 新株予約権証券 

 本新株予約権の新株予約権証券は発行しない。 

 

11. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

  本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第 40条に従い

算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その
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端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額

を減じた額とする。 

 

12. 組織再編行為の際の取扱い 

  会社が組織再編行為を行う場合は、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分

割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社（いずれの場合

も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。）の新株予約権を、下記の方針に従って権利者

に交付することができる。 

 (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

  権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

 (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

  再編対象会社の普通株式とする。 

 (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

  組織再編行為の条件等を勘案の上、第1項に準じて決定する。 

 (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

  組織再編行為の条件等を勘案の上、第4項で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額

に、第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とす

る。 

 (5) 新株予約権を行使することができる期間 

  第5項に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちい

ずれか遅い日から、第5項に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。 

 (6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容 

  本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約書又は計画において定めるものとする。 

 (7) 取締役会による譲渡承認について 

  新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。 

 

13. 権利者への適用関係等 

 (1) 権利者が個人の場合、本Ⅲの規定中、第7項第(4)号⑦その他性質上法人にのみ適用されるべき条項は、

適用されないものとする。権利者が法人の場合、本Ⅲの規定中、第6項第(3)号その他性質上個人にの

み適用されるべき条項は、適用されないものとする。 

 (2) 会社が本新株予約権の発行後に取締役会設置会社でなくなった場合においては、本Ⅲの規定中会社の

取締役会の決議又は承認について定めた部分は、会社法第348条に基づく業務の決定の方法に従って

決定するものとして読み替えるものとする。但し、第7項第(6)号及び第9項に定める取締役会の決議

又は承認については、株主総会の決議又は承認と読み替えるものとする。 

 

以上 


